
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

　

三

 
告

示

〇
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号
（
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
指
定
検
査
機
関

　

の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

三

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

三

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（
介
護
保
険
室
）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

四

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土

　

地
の
指
定 

（
農
村
整
備
課
）　

　

四

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
基
幹
道
路
の
工
事
の
完
了 

（　
　

同　
　

）　

　

五

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
第
四
十
五
回
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に

　

関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨 

　
　

六

〇
宮
城
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨 

　
　

二
二

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
等
の
結
果
の
公
表 

　
　

二
七

公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
の
実
施 

　
　

三
一

 
規

則

　

税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
号

　
　
　

税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
条
中
「
た
め
、」
の
下
に
「
総
務
部
税
務
課
又
は
」
を
加
え
る
。

　
　

第
六
条
の
見
出
し
を
「（
身
元
保
証
書
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
補
助
的
事
務
に
従
事
す
る
者
に
あ
つ
て
は
誓
約
書
（
様
式
第
二
号
）
を
、
同
条
第
二
項
の

補
助
的
事
務
に
従
事
す
る
者
に
あ
つ
て
は
誓
約
書
（
様
式
第
二
号
）
及
び
身
元
保
証
書
（
様
式
第
三
号
）」
を
「
誓

約
書
（
様
式
第
三
号
）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

税
務
嘱
託
員
（
第
四
条
第
二
項
の
補
助
的
事
務
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。）
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
身
元
保

証
書
（
様
式
第
二
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
二
項
中
「
二
級
」
を
「
一
級
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「県

税
事
務
所

」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
を
削
る
。

様
式
第
三
号
中
「様

式
第
３
号

（第
６
条
関
係

）」
を
「様

式
第
２
号

（第
６
条
関
係

）」
に
、

　

「

 

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「

 

に

（1）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

　
上
記
の
者
は
， 　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
を
も
つ
て
税
務
嘱
託
員
に
採
用
に
な
り
ま
し
た
が
，本
人
は
，県

税
条
例
，
規
則
等
を
厳
守
し
，
全
力
を
あ
げ
て
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
ま
す
が
，

も
し
，
こ
れ
に
違
反
し
た
行
為
が
あ
つ
た
場
合
ま
た
は
本
人
の
怠
慢
，
故
意
過
失
等
に
よ
り
損
害
を
か
け
た

場
合
に
は
，
私
が
一
切
そ
の
責
め
を
負
い
御
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
上
記
の
者
は
，
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
25年

宮
城
県
条
例
第
42号

），
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
29年

宮
城
県
規
則
第
76号

）
等
を
遵
守
し
，
全
力
を
あ
げ
て
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
り
ま
す
が
，
も
し
，
こ
れ
ら
に
違
反
し
た
行
為
が
あ
つ
た
場
合
又
は
本
人
の
怠
慢
，
故
意
過
失
等
に
よ
り



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
は
，
私
が
一
切
そ
の
責
め
を
負
い
，
御
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま

せ
ん
。

様
式
第
３
号
（
第
６
条
関
係
）

誓
約
書

私
は
，
税
務
嘱
託
員
と
し
て
関
係
諸
法
規
を
尊
重
し
，
誠
実
か
つ
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
本
人
署
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　



第
二
条　

税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
総
務
部
税
務
課
」
の
下
に
「
、
総
務
部
地
方
税
徴
収
対
策
室
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

税
務
嘱
託
員
の
う
ち
徴
収
支
援
事
務
に
従
事
す
る
者
は
、
総
務
部
地
方
税
徴
収
対
策
室
長
の
指
揮
監
督
を
受
け

て
、
県
税
及
び
市
町
村
税
の
徴
収
の
支
援
に
関
す
る
補
助
的
事
務
に
従
事
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号

　

税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
 
税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

第
一
条　

税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
県
税
事
務
所
長
」
を
「
税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
補
助
的
事
務

に
従
事
す
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該
者
に
対
す
る
指
揮
監
督
を
行
う
県
税
事
務
所
長
を
、
同
条
第
三
項
の
補
助
的
事
務

に
従
事
す
る
者
に
あ
つ
て
は
総
務
部
税
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
県
税
事
務
所
長
」
の
下
に
「
及
び
総

務
部
税
務
課
長
（
以
下
「
所
属
長
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
中
「
県
税
事
務
所
長
」
を
「
所
属
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
総
務
部
税
務
課
長
を
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
の
補
助
的
事
務
に
従
事
す
る
者
に
あ
つ
て

は
総
務
部
地
方
税
徴
収
対
策
室
長
を
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
総
務
部
税
務
課
長
」
を
「
、
総
務
部
税
務

課
長
及
び
総
務
部
地
方
税
徴
収
対
策
室
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二

日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号
（
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
指
定
検
査
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　
　

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
生
活
環
境
事
業
協
会

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
二
丁
目
五
番
十
五
号

　
　

代
表
理
事　

佐
藤　
　

佑

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

み
や
ぎ
廃
食
油
研
究
所

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

島
津　

泰
正

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

岩
沼
市
相
の
原
二
丁
目
六
番
二
十
三
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
家
庭
・
事
業
所
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
食
油
を
市
民
団
体
・
地
域

住
民
・
商
店
街
・
町
内
会
・
学
校
・
病
院
・
事
業
者
等
と
の
広
範
な
連
携
と
協
力

に
よ
り
、
生
ゴ
ミ
の
一
種
で
あ
る
廃
食
油
を
分
別
し
た
上
で
回
収
し
資
源
化
す
る

「
仕
組
み
を
構
築
」
し
「
環
境
に
優
し
い
街
づ
く
り
」
並
び
に
「
高
齢
者
・
障
害

者
等
の
雇
用
の
創
出
」
を
図
り
、
地
域
循
環
型
社
会
形
成
の
一
翼
を
担
い
環
境
の

保
全
と
回
復
及
び
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（3）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

コ
ス
モ
ス
ク
ラ
ブ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
藤　

智
香
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
三
丁
目
十
七
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
ケ
ア
等
支
援
と
、
障
害
の

あ
る
子
も
な
い
子
も
共
に
活
動
す
る
場
の
運
営
等
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全
育
成

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

二　

事
業
者
の
名
称
等

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

二　

事
業
者
の
名
称
等

 

○
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

○
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
飯
島
地
区
に
つ
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、

次
の
従
前
の
土
地
を
、
地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

地
積
を
特
に
減
じ
て
定
め
る
土
地

第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
白
百
合
企
画

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
二
一
一
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
向
日
葵

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
落
合

一
番
三
十
九
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
白
百
合
企
画

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
二
一
一
一

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介

護

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
向
日
葵

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
落
合

一
番
三
十
九
号

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド　

さ
わ
お
と
の
森

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字

欠
下
東
十
八
番
二

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
さ
わ
お

と
の
森

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

三
月
一
日

認
証
番
号

百
七
十

二

品　

目

乾
の
り
・

焼
き
の
り

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

株
式
会
社
渡
辺
海
苔
店

代
表
取
締
役　

渡
邊
与

志
政

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

株
式
会
社
渡
辺
海
苔
店

製
造
所
等
の
所
在
地

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
沼
田

一
五
〇－

三
二



〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
丸
丹
四
三
三
の
一
、
四
三
四
の
一
、
字
反
身
一
六
の
二
、
字
窪
畑
三
〇
の
九
、
三
九

の
三
、
字
大
原
一
の
一
、
字
立
野
北
原
一
〇
五
の
四
、
字
立
野
東
原
四
一
の
三
、
四
五
の
二
、
五
〇
の
二
、
五
一
の

二
、
大
字
前
川
字
松
下
四
四
の
一
一
、
五
七
の
四
、
字
大
手
原
山
一
の
九
、
一
の
二
一
、
一
の
三
二
、
一
の
三
三
、

一
の
三
五
、
一
の
一
四
二
、
一
の
一
五
九
、
字
羽
根
坂
山
二
四
の
二
一
、
二
四
の
二
二
、
二
四
の
二
七
、
二
四
の
二

九
、
二
四
の
六
六
五
か
ら
二
四
の
六
六
九
ま
で
、
字
腹
帯
四
八
の
三
、
字
荒
町
四
五
の
三
、
四
五
の
七
、
字
中
原
一

の
二
、
一
五
の
三
、
三
二
の
三
、
四
九
の
三
、
五
〇
の
二
、
字
垣
ノ
外
一
の
一
、
字
本
屋
敷
三
五
の
三
、
四
〇
の
四
、

四
〇
の
七
、
大
字
川
内
字
四
ヶ
銘
山
一
三
の
一
、
三
二
の
一
、
四
三
、
六
三
の
一
、
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
谷

地
五
一
の
二
、
七
二
の
二
、
字
十
文
字
北
一
〇
五
の
二
、
宮
字
松
手
七
二
の
二
、
九
四
の
六
、
字
海
道
西
川
添
一
一

の
二
、
一
〇
〇
の
一
二
、
一
〇
〇
の
二
〇
、
一
〇
四
の
二
、
遠
刈
田
温
泉
字
千
間
一
六
の
三
、
字
開
発
三
六
の
二
、

四
〇
の
一
、
四
八
の
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
関
係
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

丸
森
霊
山
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
基
幹

道
路
の
工
事
を
完
了
し
た
の
で
告
示
す
る
。

（5）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 

市
町
村
名

登
米
市

同同

大
字

迫
町
新
田

同同

字

舟
崎

伊
豆
崎

新
品
ノ
浦

地　

番

二
五
七

五
二
一

三
〇

地
目田同同

用
途田同同

地
積�

一
、
〇
四
六

一
、
〇
二
〇

二
、
三
三
三

特
に
減
ず
る

地
積�
　
　

一
九
七

五
二
八

四
七
四

変

更

の

区

間

伊
具
郡
丸
森
町
字
竹
谷
一
一
一
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
日
向
四
五
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
二
〜一
一
・
八

　

八
・
四
〜六
二
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
七
四
・
〇

一
九
五
・
六

道

路

の

種

類

県

道

県

道

路

線

名

越
河
角
田
線

越
河
角
田
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
中
ノ
内
三
二
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
張
大
蔵
字
銅
谷
六
四
番
地
先
ま
で

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
岡
田
一
一
二
番
三
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
張
大
蔵
字
岡
田
一
一
二
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
二
日



　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
日
執
行

の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

 
第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

路
線
名

羽
出
庭
線

工　
　

事　
　

区　
　

間

伊
具
郡
丸
森
町
字
川
田
島
三
二
番
一
地
先
か
ら

同
町
字
柏
木
六
六
番
一
地
先
ま
で

工
事
の
種
類

道
路
改
良

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

一
月
二
十
二
日



（7）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）



（9）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）



（11）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）



（13）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）



（15）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）



（17）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）



（19）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



第2136号　平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）



（21）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 



〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
五
日
執

行
の
宮
城
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
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監
査
委
員

（27）　 平成22年３月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2136号　　 

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
，
平
成
21年

９

月
か
ら
12月

ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
22年

３
月
２
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
　々
　木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日

監
査
実
施
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
実
施
日

　
地
方
機
関

　
〇
総
務
部

　
　
宮
城
大
学
 

10月
22日

　
　
大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
） 

12月
１
日

　
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
22日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
27日

　
　
仙
台
北
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
北
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
27日

　
　
塩
釜
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
塩
釜
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
20日

　
　
大
崎
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
崎
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
８
日

　
　
栗
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
栗
原
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
８
日

　
　
登
米
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
登
米
地
方
支
局
を
含
む
） 

12月
18日

　
　
石
巻
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
石
巻
地
方
支
局
を
含
む
） 

12月
18日

　
〇
企
画
部

　
　
東
京
事
務
所
 

11月
12日

　
〇
環
境
生
活
部

　
　
原
子
力
セ
ン
タ
ー
 

９
月
25日

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
 

12月
２
日

　
〇
保
健
福
祉
部

　
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
19日

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
 

12月
16日

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
 

10月
14日

　
　
高
等
看
護
学
校
 

12月
２
日

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
 

11月
19日

　
　
さ
わ
ら
び
学
園
 

10月
８
日

　
〇
経
済
商
工
観
光
部

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
 

11月
11日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

10月
22日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
 

12月
17日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
 

12月
17日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
 

12月
10日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
 

12月
25日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
 

10月
２
日

　
　
松
島
公
園
管
理
事
務
所
 

９
月
16日

　
〇
土
木
部

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
 

12月
16日

　
　
仙
台
土
木
事
務
所
 

10月
20日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
 

10月
15日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
 

12月
１
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
 

10月
７
日

　
〇
教
育
庁

　
　
南
三
陸
教
育
事
務
所
 

10月
14日

　
　
図
書
館
 

10月
８
日

　
　
松
島
自
然
の
家
 

９
月
16日

　
　
蔵
王
自
然
の
家
 

10月
１
日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
 

10月
29日

　
　
築
館
高
等
学
校
 

11月
４
日

　
　
気
仙
沼
高
等
学
校
 

10月
29日

　
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
 

９
月
14日

　
　
女
川
高
等
学
校
 

10月
７
日

　
　
利
府
高
等
学
校
 

10月
23日
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石
巻
西
高
等
学
校
 

12月
21日

　
　
気
仙
沼
西
高
等
学
校
 

12月
25日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
 

12月
10日

　
　
亘
理
高
等
学
校
 

11月
19日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
 

11月
４
日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
 

12月
22日

　
　
古
川
工
業
高
等
学
校
 

11月
25日

　
　
鶯
沢
工
業
高
等
学
校
 

12月
15日

　
　
気
仙
沼
養
護
学
校
 

10月
30日

　
　
名
取
養
護
学
校
 

12月
25日

　
〇
警
察
本
部

　
　
仙
台
中
央
警
察
署
 

11月
10日

　
　
仙
台
南
警
察
署
 

11月
10日

　
　
仙
台
北
警
察
署
 

12月
15日

　
　
仙
台
東
警
察
署
 

12月
21日

　
　
岩
沼
警
察
署
 

11月
16日

　
　
大
和
警
察
署
 

12月
21日

　
　
気
仙
沼
警
察
署
 

11月
24日

　
　
佐
沼
警
察
署
 

11月
30日

　
　
河
北
警
察
署
 

12月
21日

　
　
古
川
警
察
署
 

12月
２
日

　
　
遠
田
警
察
署
 

12月
25日

　
　
若
柳
警
察
署
 

11月
30日

　
　
築
館
警
察
署
 

11月
30日

　
　
大
河
原
警
察
署
 

11月
30日

　
　
白
石
警
察
署
 

12月
22日

　
　
角
田
警
察
署
 

12月
21日

　
　
亘
理
警
察
署
 

11月
11日

２
　
監
査
結
果

　
平
成
20年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
の
趣

旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
な
お
，
宮
城
県
警
察
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
を
重
点
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
�
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
175,837,956円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
371,919,421円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
547,757,377円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
200,325,860円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
436,630,710円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
636,956,570円

　
�
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
236,171,708円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
537,889,853円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
774,061,561円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
269,860,824円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
469,379,694円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
739,240,518円

　
�
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）
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・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,338,696,961円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
1,764,388,481円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
3,103,085,442円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
1,376,600,108円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
1,340,118,411円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
2,716,718,519円

　
�
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
438,057,943円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
646,054,943円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
1,084,112,886円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
372,928,297円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
633,209,822円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
1,006,138,119円

　
�
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
234,858,707円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
359,467,945円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
594,326,652円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
240,493,420円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
349,548,330円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
590,041,750円

　
�
　
大
崎
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
244,585,045円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
425,391,283円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
669,976,328円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
234,294,050円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
365,209,881円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
599,503,931円

　
�
　
栗
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
49,110,530円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
102,858,581円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
151,969,111円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
55,634,352円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
89,741,227円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
145,375,579円

　
�
　
登
米
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
70,366,599円
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過
年
度
分
 
124,158,082円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
194,524,681円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
71,094,781円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
114,097,844円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
185,192,625円

　
�
　
石
巻
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
284,776,093円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
499,141,615円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
783,917,708円

　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
現
年
度
分
 
270,899,721円

　
　
　
　
過
年
度
分
 
376,230,138円

　
　
　
　
合
　
　
計
 
647,129,859円

　
�
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
違
約
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
処
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
速
や
か
に
是
正
す
る
と

と
も
に
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

（
内
容
）

　
既
に
科
さ
れ
て
い
る
違
約
金
に
つ
い
て
，
誤
っ
て
不
徴
収
と
す
る
決
定
を
行
い
，
全
額
減
額
調
定
処
理
を
行
っ

た
も
の
。

　
　
　
・
不
徴
収
決
定
額
　
　
676,700円

　
　
　
・
不
徴
収
決
定
日
　
　
平
成
20年

８
月
20日

　
�
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
過
誤
払
返
納
金
及
び
未
熟
児
養
育
費
に
お

い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,894,998円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
25,331,937円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
30,226,935円

　
　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,942,318円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
21,549,615円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
26,491,933円

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,602,450円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,532,540円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

8,134,990円

　
　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,072,849円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

5,932,691円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

7,005,540円

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

105,760円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

547,298円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

653,058円

　
　
　
　
・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

563,988円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

563,988円

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

55,388円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

284,704円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

340,092円
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・
Ｈ
19年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

38,254円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

283,634円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

321,888円

　
�
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
許
可
内
容
　
　
自
動
販
売
機
（
２
台
分
）

　
　
　
・
許
可
年
月
日
　
平
成
20年

３
月
18日

　
　
　
・
許
可
期
間
　
　
平
成
20年

４
月
１
日
～
平
成
21年

３
月
31日

　
　
　
・
調
定
年
月
日
　
平
成
20年

10月
31日

　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
28,980円

　
�
　
東
松
島
高
等
学
校

　
光
熱
水
費
に
お
い
て
，
徴
収
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
適
切
な
債
権
管
理
を
図
る
と
と
も
に
，
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
食
堂
の
使
用
許
可
に
係
る
電
気
料
の
徴
収
に
お
い
て
，
電
気
子
メ
ー
タ
ー
の
読
み
違
い
に
よ
り
，
過
年
度
分
の

徴
収
額
に
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
〇
未
徴
収
額
（
平
成
17～

19年
度
）

　
　
　
・
正
規
使
用
料
 
840,844円

　
　
　
・
既
請
求
額
 

377,918円

　
　
　
・
未
徴
収
額
 

462,926円

　
�
　
古
川
工
業
高
等
学
校

　
光
熱
水
費
に
お
い
て
，
徴
収
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
適
切
な
債
権
管
理
を
図
る
と
と
も
に
，
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
食
堂
の
使
用
許
可
に
係
る
電
気
料
の
徴
収
に
お
い
て
，
電
気
子
メ
ー
タ
ー
の
読
み
違
い
に
よ
り
，
過
年
度
分
の

徴
収
額
に
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
〇
未
徴
収
額
（
平
成
15～

19年
度
）

　
　
　
・
正
規
使
用
料
 1,576,537円

　
　
　
・
既
請
求
額
 

157,626円

　
　
　
・
未
徴
収
額
 
1,418,911円

　
�
　
宮
城
大
学

　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
が
遅
延
し
た
た
め
，
不
納
付
加
算
税
が
発
生
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
入
学
者
選
抜
試
験
問
題
作
題
謝
金
の
所
得
税

　
　
　
　
　
　
146,125円

（
平
成
20年

５
月
支
出
分
）

　
　
　
・
納
付
期
限
　
　
　
　
平
成
20年

６
月
10日

　
　
　
・
払
出
日
　
　
　
　
　
平
成
20年

７
月
８
日

　
　
　
・
不
納
付
加
算
税
　
　
7,000円

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
28号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
23条

第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　
平
成
22年

３
月
２
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
１
条
第
３
号
に
規
定
す
る
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る

業
務
（
雑
踏
の
整
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
雑
踏
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

２
　
実
施
期
日

�
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級

　
　
平
成
22年

５
月
31日

（
月
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
　
雑
踏
警
備
業
務
２
級

　
　
平
成
22年

６
月
１
日
（
火
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

３
　
実
施
場
所

　
仙
台
市
泉
区
高
森
２
丁
目
１
番
地
の
39　

　
仙
台
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
―

４
　
受
検
定
員
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�
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級
　
20人

�
　
雑
踏
警
備
業
務
２
級
　
20人

５
　
受
検
対
象
者

　
�
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級

　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

ア
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
雑
踏
警
備
業

務
２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
雑
踏
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期

間
が
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

イ
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
記
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の

　
�
　
雑
踏
警
備
業
務
２
級
 

　
　
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

６
　
検
定
内
容

    雑
踏
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
（
学
科
試
験
は
実
技
試
験
の
前
に
行

い
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。）

７
　
受
検
申
請
手
続

�
　
検
定
申
請
の
受
付
期
間

　
雑
踏
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
と
も
平
成
22年

４
月
９
日
（
金
）
か
ら
同
月
22日

（
木
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日

を
除
く
。）
の
10日

間
（
毎
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

�
　
申
請
書
の
提
出
先

　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
警
察
署
生
活
安
全
課
と
す
る
。

　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

ア
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

　
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

イ
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
警
備
員
で
、
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
し
て
い
る
も
の

　
　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

ウ
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
警
備
員
で
、
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
し
て
い
る
も
の

　
　
住
所
地
又
は
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課

�
　
提
出
書
類

ア
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級

�
　
検
定
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
第
１
号
）　
１
通

�
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
を
疎
明
す
る

書
面
　
１
通

�
　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
所

に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

�
　
前
記
５
－
�
－
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
雑
踏
警
備
業
務
２
級
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び

当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
。

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
警
備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
－
�
－
ア
に

該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
　
１
通

�
　
前
記
５
－
�
－
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
　
１
通

�
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
） 
 ２

葉

　
　
イ
　
雑
踏
警
備
業
務
２
級

�
　
検
定
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
第
１
号
）　
１
通

�
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
を
疎
明
す
る

書
面
　
１
通

�
　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
所

に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

�
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
） 
 ２

葉

　
�
　
受
検
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
66の

項
に
基
づ
き
、

　
　
ア
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級
　
13,000円

　
　
イ
　
雑
踏
警
備
業
務
２
級
　
13,000円

　
　
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
既
納
の
受
検
手
数
料
は
還
付
し
な
い
。

８
　
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
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    検

定
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
受
験
す
る
と
き
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付

す
る
受
検
票
を
持
参
す
る
こ
と
。

９
　
そ
の
他

    検
定
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線

3184）


